
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

以下の条件を全て満たしている方 

〇 新座市に住民登録を有し、居住している方 

〇 産後１年未満の母子 

〇 産後ケアを必要とする方 

利用対象者 

月曜日～金曜日の９時～１７時 

(祝日及び１２/２９～１/３を除く) 

利用時間 

１割負担 
※ 利用料減免制度の活用により 

自己負担なし 

利用料金（自己負担額） 

１回の出産につき上限３回 
（１回９０分以内） 

利用回数 

 
利用申請（電子申請）は、 
こちらの二次元コードから 
アクセスしてください。 
申請期間：出産後から産後９か月頃まで 

 

利用申請 
電子申請はこちら 

委託助産師一覧参照 

委託事業者 

 
『申請から利用までの 

流れ』もお読みください 



 
 
 
１ 利用申請（電子申請） 

 ・ 産後ケア事業を希望される方は、 
出産後から産後９か月頃までに、電子申請をお願いします。 

 
 
２ 利用決定 

・ 電子申請の内容を審査の上、申請受理日から１か月後頃に、ご自宅へ「利用決

定通知書」、「利用回数管理表」を郵送します。 
  開庁時間外に申請された場合は、翌開庁日が申請受理日になります。 
※ 「利用決定通知書」と「利用回数管理表」は訪問時に提示が必要になります。 

必ず保管しておいてください。 

 
 
３ ご希望の委託助産師へ連絡（訪問日時の調整） 

 ・ 利用決定通知書等がご自宅に届きましたら、直接、ご希望の助産師（委託助産

師一覧参照）へ連絡し、希望内容を伝え、訪問日時のご相談をしてください。 
※ 連絡の際は、「新座市産後ケア事業の利用希望」であることをお伝えください。 

 
 
 
４ 委託助産師の訪問利用 

 ・ 約束の日時に助産師がご自宅を訪問します。 
※ 訪問開始時に「利用決定通知書」と「利用回数管理表」の提示が必要です。 

提示がない場合や実施当日に利用要件を満たさない場合、 
本事業は利用できず、助産師が定める料金が発生します。 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                   R8.4 

５ 報告（委託助産師） 

・ 委託助産師から新座市へ 

産後ケア事業の実施結果 

について報告します。 

５ アンケート回答（利用者） 
・ 産後ケア事業実施後に、 

電子申請にてアンケートの 
ご協力をお願いします。 



💛

訪問中等で電話の応対ができないことがあります。
メッセージ（新座市産後ケア事業希望、お名前、
連絡先等）を残していただければ、助産師から折
返し連絡します（折返し連絡が当日に出来ないこ
とがありますのでご了承ください）。


